
○
財
務
省
告
示
第
三
百
八
十
三
号 

 
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合

及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
行
う
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る

の
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め

の
で
、
公
表
す
る
。 

た
め

た

 
 

 

平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

財
務
大
臣 

谷
垣 

禎
一 

第
一 

本
指
針
策
定
の
背
景
及
び
目
的 

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
が
平
成
十
五
年
五
月
一
日
に
施
行
さ
れ
、
同
法
に
基
づ
く
健
康
増
進
事
業
実
施
者
に

対
す
る
健
康
診
査
の
実
施
等
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四
十
二
号
。
以
下
「
健
康
診
査
等
指
針
」
と
い

う
。
）
が
平
成
十
六
年
六
月
十
四
日
に
公

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
示

本
指
針
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
九
十
八
条
第
二
項
及
び

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
診
査
等
実
施
指
針
と
調
和
を
保
ち
つ
つ
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者

（
以
下
「
組
合
員
等
」
と
い
う
。
）
を
対
象
と
し
て
国
家
公
務
員
共
済
組
合
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
（
以
下
「
組
合
等
」

と
い
う
。
）
が
行
う
健
康
教
育
、
健
康
相
談
、
健
康
診
査
そ
の
他
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
（
以
下
「
保
健
事
業
」

と

う
。
）
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

い

第
二 

組
合
等
の
役
割 

組
合
等
は
、
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
員
等
の
保
健
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

一
方
、
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
又
は
人
事
院
規
則
の
規
定
に
よ
り

職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
組
合
等
が
保
健
事
業
を
行
う
場
合
に

は
、
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
と
相
互
の
保
健
事
業
の
実
施
に
関
し
て
十
分
な
調
整
及
び
連
携
を
図
り
、
適
切
か
つ
有
効
な
保
健
事
業



の

施
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。 

実

第
三 
保
健
事
業 

 

１ 
基
本
的
な
考
え
方 

近
年
、
生
活
環
境
の
変
化
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
っ
て
、
疾
病
に
占
め
る
脳
卒
中
、
心
臓
病
、
が
ん
等
の
生
活
習
慣
病
の
割
合
が

増
え
て
き
て
お
り
、
生
活
習
慣
病
が
死
因
の
約
六
割
を
超
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
医
療
費
に
占
め
る
生
活
習
慣
病
の
割
合
に

つ
い
て
も
四
割
に
近
づ
く
に
至
っ
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
生
活
習
慣
病
は
、
多
く
の
場
合
、
食
事
や
運
動
な
ど
の
日
常
の
生
活
習
慣
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
発
症

又
は
進
行
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
本
人
に
明
確
な
自
覚
症
状
が
な
い
ま
ま
、
症
状
が
悪

化
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
本
人
が
自
ら
の
生
活
習
慣
の
問
題
点
を
発
見
か
つ
意
識
し
、
そ
の
特
徴
に
応
じ
て
、
生
活
習
慣
の

改
善
に
継
続
的
に
取
り
組
み
、
そ
れ
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
生
活
習
慣
の
改
善
の
取
組
み
は
、
個
人
の
生
涯
に
わ
た
る
生
活
の
質
の
維
持
及
び
向
上
に
大
き
く
影
響
し
、
ひ
い
て

は
、
老
人
医
療
費
を
中
心
と
し
た
医
療
費
全
体
の
適
正
化
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
、
組
合
等
に
お
い
て
は
従
来
の
疾
病
対
策
の
中
心
で
あ
っ
た
二
次
予
防
（
健
康
診
査
等
に
よ
る
疾
病

の
早
期
発
見
及
び
早
期
治
療
を
い
う
。
）
や
三
次
予
防
（
疾
病
が
発
症
し
た
後
、
必
要
な
治
療
を
受
け
、
機
能
の
維
持
及
び
回
復
を

図
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
一
次
予
防
（
生
活
習
慣
を
改
善
し
て
健
康
を
増
進
し
、
発
症
を
予
防
す
る
こ
と
を

い
い
、
健
康
診
査
の
結
果
等
を
踏
ま
え
特
に
発
症
予
防
の
た
め
の
指
導
が
必
要
な
者(

以
下
「
要
指
導
者
」
と
い
う
。)

に
対
し
て
生

活
習
慣
の
改
善
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
を
含
む
。
）
に
も
重
点
を
置
い
た
組
合
員
等
の
自
主
的
な
健
康
増
進
及
び
疾
病
予
防
の

取
組
み
に
つ
い

、
組
合
員
等
の
特
性
を
踏
ま
え
た
適
切
か
つ
有
効
な
保
健
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。 

て

 

２ 

具
体
的
内
容 

組
合
等
は
、
本
項
に
示
す
保
健
事
業
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。 



一 

健
康
教
育 

健
康
教
育
に
つ
い
て
は
、
組
合
員
等
の
状
況
に
応
じ
て
、
個
人
を
対
象
と
し
た
健
康
教
育
及
び
集
団
を
対
象
と
し
た
健
康
教
育

を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
、
効
率
的
な
実
施
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。 

生
活
習
慣
病
は
生
命
及
び
健
康
に
対
し
て
危
険
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
方
で
、
個
人
の
取
組
み
が
生
活
習
慣

の
改
善
に
つ
な
が
っ
た
好
事
例
を
示
す
な
ど
、
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
運
動
習
慣
、
食
習
慣
、
喫
煙
、
飲
酒
及
び
歯
の

健
康
の
保
持
等
に
つ
い
て
、
生
活
習
慣
に
着
目
し
た
健
康
管
理
の
重
要
性
を
組
合
員
等
に
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
、
生
活
習
慣
の

改
善
に
向
け
た
ポ
イ
ン
ト
が
具
体
的
に
分
か
り
や
す
く
、
組
合
員
等
に
伝
わ
る
よ
う
な
工
夫
を
行
い
、
さ
ら
に
、
テ
ー
マ
別
の
教

室
を
開
催
す
る
な
ど
、
組
合
員
等
が
問
題
意
識
を
持
ち
や
す
く
な
る
よ
う
実
施
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
と
す
る
。 

単
な
る
知
識
の
伝
達
に
と
ど
ま
ら
ず
、
組
合
員
等
が
自
ら
の
生
活
習
慣
の
問
題
点
を
発
見
か
つ
意
識
し
、
自
主
的
に
そ
の
改
善

に
継
続
的
に
取
り
組
み
、
組
合
等
は
そ
れ
を
支
援
し
て
い
く
と
い
っ
た
事
業
の
展
開
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。 

心
の
健
康
は
、
身
体
的
な
健
康
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
心
の
健
康
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
及
び
啓
発

等
を
通
じ
、
心
の
病
気
の
予
防
、
早
期
発
見
及
び
早
期
治
療
が
で
き
る
よ
う
な
健
康
教
育
を
推
進
し
、
ま
た
、
そ
の
際
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
に
配
慮
す
る
一
方
で
、
必
要
な
指
導
及
び
教
育
を
受
け
ら
れ
る
窓
口
を
、
他
の
健
康
教
育
と
一
体
的
に
行
う
な
ど
、
心
の

健
康
に
関
す
る
健
康
教
育
が
利
用
し
や
す
く
な
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
と
す
る
。 

喫
煙
及
び
飲
酒
が
健
康
に
及
ぼ
す
悪
影
響
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
疫
学
研
究
等
に
よ
り
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
喫

煙
の
弊
害
を
具
体
的
な
数
値
を
挙
げ
て
説
明
す
る
な
ど
、
効
果
的
な
指
導
及
び
教
育
を
行
う
こ
と
と
す
る
。 

二 

健
康
相
談 

健
康
相
談
に
つ
い
て
は
、
組
合
員
等
の
相
談
内
容
に
応
じ
、
本
人
の
主
体
性
を
重
ん
じ
な
が
ら
、
生
活
習
慣
の
改
善
を
は
じ
め

と
し
て
、
必
要
な
助
言
及
び
支
援
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
際
に
は
、
組
合
員
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。 

定
期
的
に
健
康
相
談
を
開
催
し
、
組
合
員
等
の
参
加
を
促
す
と
と
も
に
、
疾
病
別
に
行
う
な
ど
、
よ
り
効
果
的
で
充
実
し
た
も



の
と
な
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
と
す
る
。 

ま
た
、
組
合
員
等
が
利
用
し
や
す
い
よ
う
、
実
施
時
間
に
配
慮
す
る
、
職
場
内
に
健
康
相
談
室
を
設
け
る
、
巡
回
相
談
を
行
う
、

専
門
の
電
話
相
談
窓
口
を
設
け
る
、
電
子
メ
ー
ル
を
活
用
す
る
な
ど
の
工
夫
を
行
い
、
従
来
健
康
相
談
を
利
用
す
る
機
会
が
少
な

か
っ
た
組
合
員
等
に
も
利
用
の
機
会
を
増
や
す
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。 

一
方
、
組
合
員
等
が
、
心
の
健
康
に
関
す
る
相
談
を
し
や
す
い
環
境
と
な
る
よ
う
、
例
え
ば
他
の
健
康
相
談
と
一
体
的
に
実
施

す
る
な
ど
の
工
夫
を
す
る
こ
と
と
す
る
。 

三 

健
康
診
査 

健
康
診
査
に
つ
い
て
は
、
他
の
実
施
者
の
実
施
状
況
、
医
学
的
に
有
効
な
検
査
項
目
及
び
検
査
方
法
な
ど
に
関
し
て
可
能
な
範

囲
で
情
報
収
集
を
行
う
な
ど
、
科
学
的
知
見
の
蓄
積
等
を
踏
ま
え
て
検
査
項
目
及
び
検
査
方
法
の
設
定
及
び
見
直
し
を
行
う
こ
と

と
す
る
。 

 

検
査
項
目
及
び
検
査
方
法
の
設
定
又
は
見
直
し
を
他
の
事
業
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
契
約
に
お
い
て
、
当
該
事
業
者

が
必
要
な
情
報
収
集
を
行
い
、
検
査
項
目
及
び
検
査
方
法
を
適
切
に
見
直
す
こ
と
を
求
め
る
。 

組
合
等
は
、
健
康
診
査
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
治
療
を
要
す
る
者
及
び
要
指
導
者
等
を
把
握
し
て
、
本
人
に
結
果

を
通
知
し
、
ま
た
、
結
果
通
知
に
つ
い
て
は
、
医
師
又
は
保
健
師
等
の
助
言
を
得
て
、
治
療
を
要
す
る
者
に
受
診
を
奨
励
す
る
な

ど
し
て
早
期
療
養
の
実
績
を
上
げ
る
よ
う
努

る
こ
と
と
す
る
。 

め

３ 

そ
の
他
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
事
業 

前
記
一
か
ら
三
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
健
康
増
進
及
び
疾
病
予
防
の
観
点
か
ら
、
各
種
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な

事
業
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。 

第
四

 
 
 

保
健
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
以
下
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

事
業
実
施
上
の
留
意
事
項 



１ 

保
健
事
業
の
担
当
者 

 
第
三
に
掲
げ
ら
れ
た
保
健
事
業(

「
３ 

そ
の
他
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
事
業
」
を
除
く
。)

を
実
施
す
る
際
に
は
、
医
師
、

歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
保
健
師
、
看
護
師
、
管
理
栄
養
士
、
栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士
、
健
康
運
動
指
導
士
等
、
生
活
習
慣
病
の
予
防

等
に
関
し
知
識
経
験
を
有
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
と
す
る
。 

担
当
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
、
加
入
者
の
生
活
習
慣
の
改
善
等
に
向
け
た
取
組
み
の
目
的
及
び
内
容
を
理
解
さ
せ
、
さ
ら
な
る

知
識
及
び
技
術
を
習
得
さ
せ
る
た
め
、
定
期
的
な
研
修
を
行
う
こ
と
と
し
、
他
の
組
合
等
と
共
同
し
て
行
う
な
ど
よ
り
効
果
的
で
充

実
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
と
す
る
。 

２ 

委
託
事
業
者
の
活
用 

よ
り
適
切
か
つ
有
効
な
保
健
事
業
を
行
う
た
め
に
委
託
事
業
者
を
活
用
す
る
場
合
は
、
事
業
が
効
果
を
挙
げ
る
よ
う
、
保
健
や
医

療
に
関
す
る
専
門
家
を
有
し
、
保
健
指
導
を
効
果
的
に
行
う
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
と
す
る
。 

委
託
を
行
う
際
は
、
効
果
的
な
事
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
委
託
事
業
者
と
の
間
で
、
保
健
事
業
の
趣
旨
や
対
象
者
へ
の
対
応
に
つ

て
、
事
前
に
十
分
な
協
議
を
行
い
、
共
通
認
識
を
得
て
お
く
こ
と
と
す
る
。 

い
３ 

保
健
事
業
の
内
容
の
周
知 

保
健
事
業
の
内
容
は
、
よ
り
多
く
の
組
合
員
等
が
積
極
的
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
分
か
り
や
す
い
形
で
、
機
関
紙
等
を
通
じ
て
周

知
す
る
こ
と
と
す
る
。 

４ 

健
康
情
報
の
継
続
的
管
理 

組
合
等
は
、
組
合
員
等
の
健
康
水
準
の
維
持
及
び
向
上
に
役
立
て
る
た
め
、
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
あ
る
い
は
他
の
保
険
者

（
以
下
「
事
業
主
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
健
康
診
査
の
結
果
、
保
健
指
導
の
内
容
及
び
主
な
受
診
歴
等
の
情
報
（
以
下
「
健
康
情

報
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
可
能
な
範
囲
で
こ
れ
を
入
手
し
、
継
続
し
て
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
組
合
員
等
に
よ
る
自
己
の
健

康
管
理
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
健
康
情
報
の
分
析
を
行
う
な
ど
、
疾
病
の
予
防
及
び
進
行
の
防
止
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。 



ま
た
、
健
康
情
報
に
つ
い
て
、
事
業
主
等
か
ら
提
供
を
受
け
る
場
合
又
は
事
業
主
等
に
提
供
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
あ
ら

か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
る
な
ど
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一
方
、
保
険
者
を
移
動
す
る
際
に
お
い
て
、
組
合
員
等
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
移
動
元
の
組
合
が
保
存
及
び
管
理
し
て
い
る
健

康
情
報
を
本
人
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
移
動
先
の
保
険
者
に
同
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
に
本
人
に
対
し
勧
奨
す
る
こ
と
と
す
る
。 

さ
ら
に
、
健
康
情
報
の
継
続
的
な
管
理
に
資
す
る
よ
う
、
既
存
の
健
康
手
帳
等
の
活
用
や
健
康
診
査
の
記
録
を
と
じ
ら
れ
る
記
録

簿
を
新
た
に
発
行
す
る
な
ど
、
必
要
に
応
じ
て
工
夫
を
行
う
こ
と
と
す
る
。 


